
再就職して他の健康保険の被保険者になった場合は、下記をリクルート健保まで送付してください。

①　本書類の キリトリ線以下「任意継続喪失連絡票」

②　リクルート健保の有効期限内の“資格確認書”

※マイナ保険証利用中の方は、返却物はありません。

　 ①③の2点を健保まで送付してください。

③　新しく加入された健康保険の資格取得日がわかる書類のコピー

例）「資格情報のお知らせ」のコピー、「資格確認書」のコピー、マイナポータル「健康保険証情報」の画面キャプチャ

尚、再度リクルート健保の被保険者として加入した場合も、同様にお手続きください。

新しい健康保険に加入した場合、資格取得日によって保険料が還付される場合がございます。

健保にて還付の有無を確認後、「還付金請求書」を送付いたしますので、返金口座等

必要事項をご記入の上同封の返信用封筒にて、健保宛にご請求ください。

（記　号） ９９ （番　号） (枝番) （氏　名）

リクルート健康保険組合の任意継続の資格を喪失する（した）ため、以下連絡します。

新しい健康保険に加入した場合（国民健康保険を除く）、資格取得日によって保険料が還付される場合がありますので、

新しく加入した健康保険の番号・資格取得日が確認できる書類のコピーを添付してください。

■今後の連絡先

＜住所＞　〒

＜ＴＥＬ＞ ＜携帯＞

＜健保使用欄＞

資格確認書 回収日 還付金 還付処理
添付 有

・ ・
その他 Ｉ/Ｐ 無 処理
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　■新しい健康保険の資格取得日
　※資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル等を
　　 ご参照ください。

備考

■再就職して他の健康保険の被保険者になった場合

キ　リ　ト　リ

任意継続喪失連絡票

　■新しい健康保険の名称（組合名等）

　■新しい健康保険の記号・番号


